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別記 御中 

               

 

厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

老 人 保 健 課 

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第 15 報）」の周知について 

 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱い

については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて」（令和２年２月17日付厚生労働省老健局総務課認

知症施策推進室ほか連名事務連絡）等でお示ししているところです。 

今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて（第15報）」を都道府県等に対して発出いたしましたの

で、貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員

各位へ周知についてご協力をお願いいたします。 

 

【別紙】 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第 15 報）」（令和２年８月 27 日付厚生労働省高齢者支援課

ほか連名事務連絡） 

  



（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 
の臨時的な取扱いについて（第 15 報） 

 
 
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱い

については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基

準等の臨時的な取扱いについて」（令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務

課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等でお示ししているところです。 
本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて（第 15 報）」を送付いたしますので、管内市町村、サ

ービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。 
  



問１ 居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いは、「新型コロナウイル

ス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについ

て」（令和２年２月 17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか

連名事務連絡）の別添２（10）③において、被災地において、ケアプラン上

のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを

得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を

適用しない取扱いが可能である旨が示されているが、今般の新型コロナウ

イルス感染症に係る影響により、例えば、ケアプラン上に位置付けられた

介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり、当該事

業所の利用に対して利用者からの懸念があること等により、利用者のサー

ビス変更を行う必要があったりすることで、やむを得ず一時的に特定の事

業所にサービスが集中せざるを得ない場合についても減算を適用しない取

扱いが可能か。 

（答） 

 可能である。 

なお、上記の例示によらず、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、柔軟

に取り扱うこととして差し支えない。 

 

 

 

 

 


